
新型コロナウイルス感染症への対応のため，令和３年度大学入学者選抜に係る

大学入学共通テスト出願における，必要な手続きについてお知らせします。 
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令和３年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト出願について 
 
 令和３年度大学入学共通テストの実施期日については，「令和３年度大学入学者選抜

に係る大学入学共通テスト実施要項について（通知）」（令和２年６月３０日付け入試セ

事一第２２号）のとおり，新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学業の遅れ（以下，

「学業の遅れ」という。）にも対応できる選択肢を確保するため，令和３年１月１６日

（土）及び１月１７日（日）のほか，１月３０日（土）及び３１日（日）も試験実施期

日として設けられたところです。また，このうち１月３０日（土）及び３１日（日）に

実施する試験については，令和３年３月卒業（修了）見込み者のうち，「学業の遅れ」の

ため当該日程で受験することが適当であると在学する学校長が認めた者を対象とする

こととされております。 
 この度，別添のとおり，独立行政法人大学入試センター理事長より，令和３年３月に

専修学校高等課程の修了見込み者で大学入学共通テストに出願する者のうち，「学業の

遅れ」により１月３０日（土）及び３１日（日）に実施する試験の受験を希望する者に

ついての手続等について周知依頼がありましたのでお知らせします。 
このことについて，各都道府県におかれては所轄の専修学校高等課程（以下「高等専

修学校」という。）に対して，各都道府県教育委員会におかれては所管の高等専修学校に

対して，国立大学法人におかれてはその設置する高等専修学校に対して，厚生労働省に

おかれては所管の高等専修学校に対して，周知されるようお願いいたします。 
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令和3年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト出願について（依頼） 

 

 

 

大学入試センターの業務につきましては，日頃から種々御理解，御協力を賜り厚く御礼申し上

げます。 

さて，令和 3 年度大学入学共通テストの実施期日については，「令和 3 年度大学入学者選抜に

係る大学入学共通テスト実施要項について（通知）」（令和 2 年 6 月 30 日付け入試セ事一第 22

号）のとおり，新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学業の遅れ（以下，「学業の遅れ」とい

う。）にも対応できる選択肢を確保するため，令和 3 年 1 月 16 日（土）及び 1 月 17 日（日）

のほか，1 月 30 日（土）及び 31 日（日）も試験実施期日として設けたところです。また，こ

のうち 1 月 30 日（土）及び 31 日（日）に実施する試験については，令和 3 年 3 月卒業（修

了）見込み者のうち，「学業の遅れ」のため当該日程で受験することが適当であると在学する学

校長が認めた者を対象とすることとしております。 

つきましては，令和 3年 3月に専修学校高等課程の修了見込み者で共通テストに出願する者の

うち，「学業の遅れ」により 1月 30日（土）及び 31日（日）に実施する試験の受験を希望す

る者については，別紙の手続きが必要となりますので，各専修学校高等課程において，出願する

生徒に遺漏なく御指導いただくとともに，実施期日申出書に必要事項を御記入いただくよう，専

修学校高等課程を所轄する都道府県等に対し，周知のほどよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

独立行政法人大学入試センター 

事業部事業第一課 

電話：03-3468-3311（代表）→音声案内１番 

03-3465-8600 

別添



【別紙】 

 

 

 

 

 

大学入試センター 

 

令和 3年 3月に専修学校高等課程の修了見込み者で共通テストに出願する者のうち，「学

業の遅れ」により令和 3年 1月 30日（土）及び 31日（日）に実施する試験を希望する者

について，「学業の遅れ」を在学する学校長が認めた場合は，出願の際に，受験案内 p.13

に記載している「出願書類」に加えて，「実施期日申出書」が必要となりますので，出願書

類とともに同封させるよう御指導をお願いいたします。 

「実施期日申出書」は，大学入試センターホームページの令和 3 年度試験「試験情報」

（https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r3.html）に掲載していますので，ダウン

ロードして使用してください。 

なお，令和 3年 1月 16日（土）及び 17日（日）に実施する試験を希望する者について

は，「実施期日申出書」の提出は不要です。また，大学入試センターホームページには記入

例も掲載していますので，併せて確認するよう御指導をお願いいたします。 

また，各専修学校長におかれましては，「実施期日申出書」において，「学業の遅れ」を

認めた旨の証明をしていただく必要がありますので，志願者から「実施期日申出書」の記

入依頼があった場合については，御対応いただくようお願いいたします。 

令和３年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト 
出願について 

この部分は志願者本人に

記入させてください。 

この部分は専修学校にて

記入してください。 

https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r3.html


令和３年度大学入学共通テスト 実施期日申出書 

 

 私は，新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学業の遅れのため１月３０日

及び３１日に実施する試験を受験することを希望します。 

 また，１月１６日及び１７日に実施する試験は受験できないことを了承しま

す。 

 

 

以下は，在学する学校長等が記入してください。 

 

上記の者が，新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学業の遅れのため１月

３０日及び３１日に実施する試験を受験することが適当であると証明します。 

出願資格 

□ 外国の学校等 

□ 在外教育施設 

□ 専修学校高等課程 

□ 文部科学大臣の指定した者 

□ 高卒認定試験 

□ 高専３年修了 

フリガナ  

氏名  

生年月日 （昭和・平成）    年    月    日 

記入年月日 令和 ２年   月   日 

在学する機関  

学校長等 

氏名 

フリガナ  

漢字                      印 

連絡先  

※この書類は，該当する者のみ志願票及び出願資格を証明する書類とともに出願用封筒

に入れて提出してください。 


